
 

 

  

                     
 
 

 

 
  

＜関連ホームページ> 
●新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 
●鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課ホームページ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-virus/ 

報道等であるとおり、中国武漢市を発端に発生している「新型コロナウイルス」の、
国内への感染拡大が懸念されています。 

今後の流行拡大も視野に入れながら、いざという時に備え、予防対策の徹底を、今一
度お願いします。 

感染が心配な場合は、必ず保健所の相談窓口に一報し、保健所の指示に従って医療機
関を受診していただくとともに、受診結果については学校へお知らせください。 

具体的な感染を疑う症状                             
 発熱・倦怠感・咳・呼吸困難等 

感染症の予防対策                                
・ 「手洗い」「咳エチケット」を徹底する。 
・ 咳やくしゃみが出る場合は、「マスクの着用」を心がける。 
・ 人ごみや繁華街の外出はできるだけひかえる。 
・ 日ごろから十分な休養やバランスのよい食事をとり、体の抵抗力を高める。 

県内の相談窓口                                 
感染したかもしれないなど、心配なことがあれば以下の相談窓口にご連絡ください。 
〇発熱時の相談窓口（２４時間対応） 

鳥取市保健所 ０８５７−２２−５６９４（時間外０８５７−２２−８１１１） 
倉吉保健所  ０８５８−２３−３１４５ 
米子保健所  ０８５９−３１−９３１７ 

〇全般的な相談窓口 
  鳥取県福祉保健部健康医療局 

健康政策課 感染症・新型インフルエンザ対策室 
      ０８５７−２６−７１５３（時間：午前８時３０分から午後５時１５分） 

〇学校教育に関する相談窓口 
  鳥取県教育委員会事務局体育保健課 

      ０８５７−２６−７５２７（時間：午前８時３０分から午後５時１５分） 

県内の児童生徒・保護者・学校関係の皆さまへ 

お願い 
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